
令和７年10月17日江東進路便り　NO.３


東京都立江東特別支援学校長
浅見　信彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：鈴木　彩水）
～ 卒業後の「自立」に向けて ～



保護者の皆様から、関心が高い「障害基礎年金」「成年後見制度」について、今回は「卒業後の生活の場」に焦点を当てて紹介します。また、令和７年10月１日から導入された新制度「就労選択支援」にも触れました。御不明な点がございましたら、進路部まで御連絡ください。

◆ 障害支援区分とは？
福祉サービス利用には「障害支援区分（1〜6）」の認定が必要です。数字が大きいほど支援の度合いが高くなります。詳細につきましては、進路担当までお尋ねください。

＜生活の場の種類と特徴＞
	種類
	区分制限
	利用期間

	通勤寮（宿泊型自立訓練）
	なし
	原則2年（延長が認められた場合は最大3年）

	グループホーム（共同生活援助）
	なし（施設により異なる）
	制限なし

	入所施設（施設入所支援）
	区分4以上（50歳以上は3以上）
	原則64歳まで



◆通勤寮（宿泊型自立訓練）
都内に6か所（立川、町田、豊島、大田、葛飾、江東）。自立生活に向けた訓練（洗濯・清掃・金銭管理など）を行い、原則2年の訓練期間となります。卒寮後はグループホームや自宅へ戻る方が多いです。

◆ グループホーム（共同生活援助）
地域の一軒家やアパートで共同生活。食事・清掃・入浴などの支援があります。支援内容や条件は施設ごとに異なります。障害の軽重に関わらず多様な方が利用しています。ペット可など特色ある施設も有り。

◆ 入所施設 （施設入所支援）
夜間・休日の介護、健康管理、相談支援などを提供しています。都外に施設が多く、待機者も多いです。65歳以上は介護保険が優先される場合があります。
◆ 在学中にできる準備
初めての一人暮らしは不安がつきものです。各区の「ショートステイ」などの宿泊支援を活用してください。利用には事前登録が必要です。今すぐに利用する予定がなくても登録だけ済ませておき、必要な場面で申請ができるのは安心ですね。卒業後はより多くの施設が利用可能になります。家族と離れても、自分らしく楽しく過ごせるよう、早期から少しずつ経験を積むことが大切です。

◆ 就労選択支援とは？
　令和７年10月１日より、就労選択支援事業という制度が始まりました。就労選択支援事業の目的は、本人の希望ややりたいことなどに向かっていくために、今、どこで何が必要になるのかを考える材料を提供すること、その材料を元に意思決定を支援することです。この制度の対象となるのは、在学中の場合は、就労継続B型を希望する方です。これまで、就労継続B型を希望する方は、就労アセスメントを受けていました。就労アセスメントは、高校３年生時点で受けていました。就労アセスメントと同じように、就労選択支援も、作業などを通してアセスメントを取りますが、高校３年生より早い時期に行えることになりました。学校の実習とは違い、受給者証が発行されるので、実施までには、色々な手続きがあります。
在住区により、それぞれのやり方が検討されています。現時点で、中央区、千代田区、江東区は、どのように進めていくか、どの時期に行っていくかなどを、検討しています。今の２年生は、現時点で今年度中に就労選択支援を受けるということはないということです。今後また、各区から連絡がありましたら、お知らせします。
　江戸川区は、10月から始まります。就労選択支援事業所に、３日間通います。後日、多機関連携によるケース会というものが開かれます。このケース会には、本人、保護者、就労選択支援事業所、計画相談支援事業所など、本人に関わる関係機関の方も参加をします。本人の希望を大事に、決してひとつではない選択肢を一緒に考えていくものです。高等部卒業後の進路だけでなく、その後の支援を繋げていくということも、この事業のねらいとなっています。今の１年生については、どのように実施していくかは、次年度お知らせしていく予定です。
始まったばかりの制度のため、全国一斉スタートということではありません。それぞれの区の動向は、その都度お知らせしていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：佐々木）

～第２期　進路相談について～


10月３日（金）に「第２期　進路相談日について」のお知らせをいたしました。御希望される方は、Formsからお申込みください。
詳細につきましては、10月３日（金）配信のマチコミを御確認ください。


